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Q　

過
疎
地
域
自
立
支
援
特
別
措
置
法
に
つ

い
て
、
今
後
の
計
画
作
成
は
ど
の
よ
う
に
進

め
る
の
か
。

A　

具
体
的
な
支
援
措
置
を
受
け
る
た
め
に

は
、
過
疎
地
域
自
立
促
進
市
町
村
計
画
を
策

定
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
計
画
は
議
会
の

議
決
が
必
要
と
な
る
た
め
、
八
月
下
旬
に
議

会
へ
の
提
出
を
考
え
て
お
り
、
そ
の
後
、
国

に
申
請
す
る
予
定
で
あ
る
。

Q　

町
内
会
、
自
治
会
へ
の
加
入
状
況
と
、

今
後
ど
の
よ
う
に
加
入
促
進
を
す
る
の
か
。

A　

平
成
二
十
五
年
五
月
時
点
で
、
加
入
世

帯
が
一
万
四
千
百
九
十
世
帯
、
加
入
世
帯
率

は
七
十
四
％
で
あ
り
、
平
成
十
八
年
に
比
べ

六
・
七
％
減
少
し
て
い
る
。
今
の
時
代
に
合
っ

た
、
住
民
が
入
り
た
く
な
る
よ
う
な
町
内
会
、

自
治
会
活
動
と
な
る
よ
う
、
さ
ま
ざ
ま
な
角

度
か
ら
勉
強
し
て
み
た
い
。

Q　

婚
活
部
署
の
役
割
や
目
標
は
ど
う
か
。

A　

地
元
で
頑
張
る
若
者
た
ち
が
ふ
る
さ
と

島
原
に
夢
と
希
望
を
託
せ
る
よ
う
な
め
ぐ

り
合
い
の
場
を
提
供
し
、
定
住
人
口
の
増
加

と
合
わ
せ
、
地
域
産
業
の
後
継
者
の
創
出
を

図
っ
て
い
き
た
い
。
カ
ッ
プ
リ
ン
グ
の
目
標

を
三
組
か
ら
五
組
と
考
え
て
い
る
。

Q　

島
原
半
島
観
光
連
盟
の
人
員
配
置
や
三

市
の
負
担
金
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。

A　

半
島
三
市
か
ら
一
名
ず
つ
の
市
職
員
三

名
を
含
め
、
観
光
連
盟
の
事
務
局
に
正
職
員

が
七
名
、
臨
時
職
員
が
四
名
の
十
一
名
体
制

で
業
務
を
行
っ
て
い
る
。
二
十
三
年
度
ま
で

は
半
島
三
市
の
負
担
金
は
異
な
っ
て
い
た

が
、
現
在
の
半
島
三
市
の
負
担
金
は
同
額
で

あ
る
。

Q　

島
原
半
島
観
光
連
盟
と
島
原
半
島
ジ
オ

パ
ー
ク
推
進
連
絡
協
議
会
は
一
本
化
す
る
べ

き
だ
と
思
う
が
ど
う
か
。

A　

三
市
の
事
務
レ
ベ
ル
で
、
事
務
局
を
一

本
化
し
よ
う
と
い
う
よ
う
な
協
議
が
進
め
ら

れ
て
い
る
。

Q　

現
在
の
進
捗
状
況
は
ど
う
か
。

A　

出
平
地
区
、
出
口
地
区
は
、
あ
る
程
度

測
量
の
同
意
が
と
れ
て
お
り
、
同
意
が
と
れ

た
と
こ
ろ
か
ら
測
量
調
査
に
入
っ
て
い
る
と

県
か
ら
聞
い
て
い
る
。
山
之
内
地
区
、
払
山

地
区
は
、
同
意
が
と
れ
て
な
い
状
況
で
あ
る
。

Q　

道
路
用
地
の
残
地
を
市
の
予
算
で
買
収

す
る
考
え
は
あ
る
の
か
。

A　

原
則
、
道
路
用
地
に
必
要
な
部
分
以
外

の
買
収
は
行
っ
て
い
な
い
が
、
島
原
道
路
に

つ
い
て
は
、
ケ
ー
ス
・
バ
イ
・
ケ
ー
ス
で
対

応
さ
れ
る
も
の
と
思
っ
て
い
る
。

　【
関
連
質
問
】

Q　

教
育
委
員
会
で
廃
止
の
方
針
を
出
し
、

全
員
が
退
寮
後
に
廃
止
条
例
の
議
案
を
議
会

に
提
出
す
る
と
い
う
こ
と
だ
が
、
ど
の
よ
う

な
考
え
方
で
こ
の
よ
う
な
方
法
で
進
め
て
い

る
の
か
。

A　

寮
生
全
員
が
退
寮
後
に
廃
止
の
議
案
を

提
出
す
る
方
法
と
、
廃
止
時
期
を
施
行
期
日

と
し
て
設
定
し
、
先
に
廃
止
の
議
案
を
提
出

す
る
方
法
の
二
通
り
が
考
え
ら
れ
る
。
教
育

委
員
会
と
し
て
は
現
に
寮
生
が
い
る
状
況
で

条
例
の
廃
止
は
せ
ず
、
ま
ず
は
危
険
回
避
の

た
め
に
退
寮
し
て
い
た
だ
く
こ
と
と
し
、
退

寮
後
に
議
案
と
し
て
議
会
に
提
出
し
た
い
と

考
え
て
い
る
。

Q　

老
朽
化
し
危
険
な
寮
か
ら
の
退
避
を
急

ぐ
の
で
あ
れ
ば
、
現
在
の
土
地
を
売
却
し
た

お
金
で
別
の
物
件
を
購
入
、
移
転
し
、
そ
の

後
に
時
間
を
か
け
て
議
論
す
る
こ
と
が
で
き

る
と
思
う
。
こ
の
移
転
案
は
以
前
の
一
般
質

問
で
も
提
案
し
て
い
た
が
、
こ
の
よ
う
な
方

法
は
考
え
ら
れ
な
い
の
か
。

A　

教
育
委
員
会
の
方
針
と
し
て
は
、
全
て

の
寮
生
が
退
寮
し
た
後
に
廃
止
の
議
案
を
議

会
に
提
出
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

平成会

濱㟢　清志
議員

実践クラブ

生田　忠照
議員

▼
施
政
方
針
に
つ
い
て

▼
島
原
道
路
に
つ
い
て

▼
東
京
学
生
寮
に
つ
い
て

～ 議会を傍聴してみませんか ～
議会では、市民皆様の日常生活に関係のある重要な問題が審議されます。
そのほか市政全般についての一般質問も行われます。
定例会は年４回（３月、６月、９月、12 月）開かれます。
お気軽に傍聴にお出かけ下さい。傍聴席の定員は 60 人です。
議会日程などお問い合わせは、議会事務局まで。   ＴＥＬ ６２―８０２７


